
土地白書のポイント（案）

土地白書は土地基本法第 条に基づき毎年国会に提出 部 構成

資料１－１

土地白書は土地基本法第10条に基づき毎年国会に提出。以下の三部で構成。

第１部
土地に関する動向

○ 各種統計データを用いて地価や土地取引の動向を紹介し、直近一年間の不動産市場の動向を総括。【第１章】

○ 土地を巡る状況を踏まえ、毎年テーマを設定し、分析。

土地に関する動向

p 2,3

テーマ１ ： 不動産市場における資産価格の変動とグローバル化【第２章】

平成２５年版土地白書分析テーマ

p.2,3

p.4～8

p 9 12テーマ２ ： 経済社会構造の変化と土地利用【第３章】

第２部 第３部

p.9～12

• 第１章 土地に関する基本理念の普及等

第２章 土地に関する情報の整備

• 第６章 住宅対策等の推進

第７章 土地の有効利用等の推進

第２部
土地に関して講じた施策

第３部
土地に関して講じようとする施策

• 第２章 土地に関する情報の整備

• 第３章 地価動向の的確な把握等

• 第４章 不動産市場の整備等

• 第７章 土地の有効利用等の推進

• 第８章 環境保全等の推進

• 第９章 東日本大震災と土地に関する復旧・復興施策

• 第５章 土地利用計画の整備・充実等

1p.13



第１部第１章 平成２４年度の地価・土地取引等の動向

➣ 地価や土地取引の動向、住宅市場の動向を見ると、最近の不動産市場には回復の
兆しが見られ、経済対策、金融政策等の効果を背景に、市場の活性化が期待される。
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三大都市圏 活発化している土地取引

いずれの圏域でも
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資料：地価公示
注：地点数における括弧内の数字は24公示の地点数。

地　方　圏

マンション市場も回復

いずれの圏域でも、
土地取引は活発になっている
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資料：法務省｢登記統計｣

注 １：土地取引件数は、売買による土地に関する所有権移転登記の件数としている。

注 ２：地域区分は以下のとおり。

大都市圏： 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県。

地方圏： 上記以外の地域。
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資料：㈱不動産経済研究所「全国マンション市場動向」

注：首都圏…埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

近畿圏…滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

（期）

（年）
マンションの新規発売戸数は、

首都圏の１～３月期は前年同期比12.5％増
近畿圏の１～３月期は前年同期比18.0％増



第１部第１章 平成２４年度の地価・土地取引等の動向

➣ 被災地の地価や土地取引の動向、住宅市場の動向にも明るい兆しが見られる。

被災地においても地価の下落率は縮小 いずれの県でも

住宅着工は増加傾向

（％）

23公示 24公示 25公示 23公示 24公示 25公示

岩手県 ▲ 4.9 ▲ 4.8 ▲ 2.7 ▲ 7.6 ▲ 7.0 ▲ 4.8

宮城県 ▲ 2.9 ▲ 0.7 1.4 ▲ 6.5 ▲ 3.9 0.0

福島県 ▲ 3 4 ▲ 6 2 ▲ 1 6 ▲ 4 3 ▲ 7 2 ▲ 3 2

住宅地 商業地

いずれの県でも
下落率は縮小

107 9
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200 

岩手県 宮城県 福島県 全国
（前年同月比、％）

平成24年度は
ぼプ

福島県 ▲ 3.4 ▲ 6.2 ▲ 1.6 ▲ 4.3 ▲ 7.2 ▲ 3.2

全　国 ▲ 2.7 ▲ 2.3 ▲ 1.6 ▲ 3.8 ▲ 3.1 ▲ 2.1

資料：国土交通省「地価公示」

注１：東日本大震災による被害が甚大であった地域は選定替のため調査地点なし。

注２： 福島県では、平成25年１月１日現在で原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域等

に存する標準地についての調査を休止した（休止は警戒区域、計画的避難区域及び避難指示解
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被災地の土地取引も回復傾向

ほぼプラスで推移
除準備区域内の17地点）。

注３： 23公示 …平成23年地価公示（平成22年1月1日～平成23年1月1日の変動率）。

24公示 …平成24年地価公示（平成23年1月1日～平成24年1月1日の変動率）。

25公示 …平成25年地価公示（平成24年1月1日～平成25年1月1日の変動率）。

注４： 前年よりも下落率縮小 前年よりも下落率拡大
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第１部第２章第１節 地価変動とその要因

➣ バブル崩壊後、地価は下落が続いている。
➣ 日本経済の実態に見合った地価に回復するためには、落ち込んだ不動産の収益性
の見通しを回復させることが必要。

日本経済の実態以上に落ち込んでいる地価 将来収益（賃料）見通しの低下等が地価下落の要因

20%

30%

地価変動率
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名目GDP 地価（全国・商業地）（昭和55年度＝100）

GDPはほぼ横ばいだが

10% 現在の収益（賃料）
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GDPはほぼ横ばいだが、
地価は下落が続いている
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‐20%

収益（賃料）の将来期待、

リスクプレミアム等

資料：国土交通省「地価公示」等

昭和 平成

資料：内閣府「国民経済計算」、一般財団法人日本不動産研究所「市街地価格指数」より作成

注１：地価は年度末の数値。

注２：名目GDPについては、平成５年度以前は、平成６年度以後と推計の基準が異なるため、単純に比較はできない。

（年度）

長期にわたる景気低迷による将来収益（賃料）見通しの低下等が
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長期にわたる景気低迷による将来収益（賃料）見通しの低下等が
地価下落の要因



第１部第２章第１節 地価変動とその要因

➣ 地価に対する人々の予想を好転させることに加え、リスクプレミアム（リスクの
ある投資に対して、投資家が求める超過収益）を下げることも、地価の回復には重要。

地価の上昇を望ましいと考える人の方が多い

バブル崩壊後、リスクプレミアムは上昇
大きく下落することが望ましい 少し下落することが望ましい 現在水準で推移することが望ましい

少し上昇することが望ましい 大きく上昇することが望ましい わからない
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バブル崩壊の経験から、
土地への投資は安全な投資ではないという

認識が広まっている
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」（平成24年度） （％） 4
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リスクプレミアム（試算値）

（％）

しかし、中長期的には地価の下落を予想する人が多い

資料 国土交通省 土地問題に関する国民の意識調査」（平成24年度）
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」（平成24年度） （％）

資料：内閣府「企業行動に関するアンケート調査」等より作成



第１部第２章第２節 地価変動がマクロ経済に与える影響

➣ 地価の変動は、企業の設備投資や家計の住宅投資を通じて、マクロ経済にも影響。
➣ Ｊリート等の金融資産の保有を通じて、地価の変動は、家計の消費にも影響を与
える可能性。

リスクプレミアムの低下は、
地価の上昇 ＧＤＰの拡大につながる

Ｊリートに特化した投資信託は拡大傾向
地価の上昇、ＧＤＰの拡大につながる

1.6

1.8 

2.0 

（兆円）

リーマンショック後落ち込んだものの、
平成24年度末には１兆８千億円に達している

（単位：％）

地価
GDP

（実質）
民間設備投資

（実質）
民間住宅投資

（実質）
民間消費支出

（実質）

0.8

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1年目 5.12 0.03 0.18 0.11 0.01

2年目 5.68 0.11 0.67 0.39 0.03

3年目 6.22 0.20 1.23 0.58 0.08

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

資料：国土交通省「不動産市場を考慮したマクロ経済モデルの構築業務報告書」

注：シミュレーションの結果は、平成20年第1四半期から平成22年第4四半期までの

3年間について、リスクプレミアムが0.3％ポイントが低かった場合の各項目の

変化率を示している。

5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

平成18 19 20 21 22 23 24 25

資料：SMBC日興証券株式会社

注：月末時点の数値。

（月）

（年）

マクロ経済モデルを用いた推計によれば、
リスクプレミアムが0 3％ポイント低下すると、

6

リスクプレミアムが0.3％ポイント低下すると、
１年目の地価を約5.12％押し上げる



第１部第２章第３節 グローバル化が進む不動産市場

➣ 不動産投資市場を通じて海外の資金を取り込むためには、日本経済の成長性に対
する期待を高めるとともに、市場の透明性を向上させることが必要。

重視度ＤＩ（平成24年度） 日本の評価ＤＩ（平成24年度） 日本の評価ＤＩ（平成22年度）

Jリート市場における海外投資家の存在感は大きい 「経済の成長性」と「市場の透明性」が投資を呼び込む鍵

日本経済の

海外投資家が
投資口数の約３割を保有

個人 40 

60 

80 
不動産市場の規模

不動産市場の成長性

不動産市場の安定性
不動産投資関連制度

の安定性

信頼できるパートナー

の存在

日本経済の
成長性の

評価は低い

全体的に
評価は上昇

投資口数の約３割を保有

個人

13.3%

事業法人等
12.6%

外国人

28.3%
‐20 

0 

20 

不動産市場の流動性
不動産投資における

資金調達の容易さ

の安定性

金融機関

（証券会社含む）
45 8%

不動産市場における商品

（不動産）の多様性

不動産市場における

平均的な利回り

動産投資 ク 水準
税優遇等の不動産投資における

不動産投資関連情報

の充実度

不動産投資関連情報の

入手容易性

45.8%

資料：各Ｊリートの決算説明会資料等によりみずほ証券作成

注：平成25年３月28日現在の数値。

不動産投資リスクの水準
税優遇等の不動産投資における

インセンティブの充実度

資料：国土交通省「海外投資家アンケート調査」
注：ＤＩ＝「重要」「優れている」と答えた者の割合

＋0.5×「やや重要」「やや優れている」と答えた者の割合
－0.5×「あまり重要でない」「やや劣っている」と答えた者の割合

7

賃料や取引に関する詳細なデータが
入手しにくいなど

市場の透明性に関する評価が低い

－「重要でない」「劣っている」と答えた者の割合



第１部第２章第３節 グローバル化が進む不動産市場

➣ 海外の経済成長を取り込み、我が国の経済成長につなげていくためには、不動産
分野においても、海外展開を促進していくことが必要。

投資が生み出す利子や配当で経常収支の黒字を確保 海外における不動産投資（アウトバウンド）は増加

貿易サービス収支が赤字になる中で、
（件）

30
貿易サービス収支

（兆円）

貿易サ ビス収支が赤字になる中で、
海外投資が生み出す利子や配当（所得収支）が

経常収支の黒字を支えている

30

35
収益不動産・開発用地への投資

工場（建設用地含む）の取得

販売店舗等の取得
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25
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経常移転収支

20
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海外での不動産事業は拡大傾向
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昭和 平成

資料：財務省「国際収支」

注：所得収支・・・雇用者報酬、利子・配当金など、経常移転収支・・・無償資金協力、寄付、贈与など

（年）
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平成17 18 19 20 21 22 23 24 （年）
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平成17 18 19 20 21 22 23 24
資料：都市未来総合研究所

（年）



第１部第３章第１節 経済社会構造の変化

➣ 今後、我が国では、人口減少が進み、高齢化が急速に進行していくことが予想さ
れる。

➣ 我が国の産業構造は、サービス業を中心とする第３次産業への転換が進んでいる。

第３次産業への転換が進んでいる

平成３７年

平成37年には日本全国で高齢化が進む

国内総生産に占める

ほとんどの市町村で
高齢化率は３割超となる

80600 
（兆円） （％）

国内総生産に占める
第３次産業の割合は７割を超える

50

60

70

400 

500 

非営利サービス

政府サービス

その他の第三次産業

第

三

次

20

30

40

200 

300 

その他の第三次産業

サービス業

卸売・小売業

製造業

鉱業・建設業

次

産

業

凡 例

0

10

20

0 

100 

昭和55 60 平成2 7 12 17 22

農林水産業

第三次産業の割合

（年）

9資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）」より作成

資料：内閣府「国民経済計算」より作成

注：平成12年以前は、平成17年以後と推計の基準が異なるため、単純に比較できない。



第１部第３章第２節 産業からみた土地需要の動向

➣ 高齢化により、医療・福祉関係の土地利用に対するニーズが高まると見込まれる
ことから、ヘルスケアリート設立等に向けて、普及啓発やガイドラインの作成など環
境整備が必要。

その他（千㎡）

医療・福祉施設の土地利用が増加

非居住用建築物の
着 積 約 割が

米国では資金調達に不動産証券化手法が活用されている

5,404 

12,774 

9 138
9,727 

50,000 

60,000 

70,000 
その他

医療，福祉用

教育，学習支援業用

宿泊業，飲食サービス業用

不動産業用

（千㎡）
着工面積の約２割が

医療・福祉施設
産業施設

4%

オフィス
産業施設・

オフィス混合型

倉庫

6%

森林

6%

インフラ

6%

4,600 

4 704

10,508 

7,232  6,793 6,532 
8,050 

4,784 

5,446  5,793  5,744 
5,521 

,

4,679  7,475  10,949 
9,310 9,739  9,904 

9,138 

20,000 

30,000 

40,000  不動産業用

金融業，保険業用

卸売業，小売業用

運輸業用

情報通信業用

10% オフィス混合型
2%

商業・小売

ヘルスケア

13%
14,790 

7,176  6,826  7,227  8,024 
2,982  2,141  3,210  4,704 6,793 

0 

10,000 

平成20 21 22 23 24

情報通信業用

製造業用

鉱業，採石業，砂利採取業，建設業用

資料：国土交通省「建築着工統計」

注：「その他」には、「農林水産業用」、「電気・ガス・熱供給・水道業用」、「その他のサービス業用」、「公務用」を含む

（年）

商業 小売

26%

住宅

14%

ホテル・

リゾート
6%

米国では
資料：ＮＡＲＥＩＴ ＲＥＩＴＷａｔｃｈより作成

分散型

7%

10

米国では
ヘルスケア施設を対象にする

REITが約１割を占める

注：平成25年２月末の用途別銘柄の時価総額比率



第１部第３章第３節 人口減少、少子高齢化等による土地利用変化

➣ 人口減少、高齢化により増加が見込まれる未利用地については、所有と利用の分
離を進めることで、有効利用を図ることが必要。

土地を相続 も 利 する予定がな 人が多地域 は人 減少 り空き地が増加

16 4

11.4 

30.7 

親族や他人に譲渡・売却する

親族や他人に貸す

自分が利用する

土地を相続しても、利用する予定がない人が多い地域によっては人口減少により空き地が増加

利用の予定が
ない人は３割超

2.3 

8.2 

3.4 

16.4 

利用する予定はないが、

親族が維持管理をする

利用する予定はないが、

自分が維持管理をする

相続税支払いのために物納する

親族や他人に譲渡 売却する

35 8

ない人は３割超

2.4 

22.4 

2.9 

その他

何もする予定はない

利用する予定はないが、

他人に維持管理を依頼する

親族が維持管理をする 35.8

（N=1,015）

地区の人口は
平成７年から
22年の間に
約19％減 0 10 20 30 40

資料：国土交通省「人口減少・高齢化社会における土地利用の実態に関する調査」（平成24年度）

注：親が居住している住宅を除く土地について尋ねたもの。
（％）

空き地であっても、手放す意向は乏しい
売却したい 条件次第で売却したい 既に貸している（駐車場など）

約19％減

15.8 14.0 38.6 7.0 3.5 21.1

売却したい 条件次第で売却したい 既に貸している（駐車場など）

貸したい 条件次第で貸したい 売却や貸す予定はない

11

0  20  40  60  80  100 

（％）資料：国土交通政策研究所「オープンスペースの実態把握と利活用に関する調査」

70.2

資料：国土交通政策研究所「空地の発生消滅の実態把握と新たな利活用方策に関する調査」



所有と 分離を進め め 情報流 を促進す と等 所有者と

第１部第３章第３節 人口減少、少子高齢化等による土地利用変化

➣ 所有と利用の分離を進めるためには、情報流通を促進すること等により所有者と
利用者のマッチングを進めるとともに、エリアとしての価値を向上させることが必要。

民間主体のコーディネートにより市のマッチングにより空き地の有効利用が図られている 民間主体のコーディネートにより
エリアの価値向上が図られている

市のマッチングにより空き地の有効利用が図られている

「カシニワ情報バンク」の仕組み

使用希望者

「家守事業」の仕組み

ビルオーナー

カシニワ

使用希望者
（市民団体等）

使用貸借契約・協定
等の締結

必要資材等の
提供・受渡し

登録

ビルオ ナ
（民間、公的機関等）

設備・建設事業者

空室の活用

マスターリース

公共セクター

地域に仕事が発生

内外装・

各種支援

衰退した民間ビルを
多様な主体との

連携を構築し再生

カシニワ
情報バンク
（柏市）

土地所有者 支援希望者
登録 登録

仲介

家守
事業者

資金調達

住民・地元企業

内外装
設備工事

相互交流

【活用前】 【活用後】

コ
ア
物

テナント群
（物販、飲食等）

金融機関
サブリース

新しいビジネス展開

件

サテライト展開
（近隣ビルとの連携等）

周辺建物との連携も図
りエリアとしての

価値向上へ

資料：千代田区SOHOまちづくり推進検討会提言
「中小企業ビル連携による地域産業の活性化と地域コミュニティの再生」資料より作成資料：柏市資料より作成

使用希望者（町会）が整備を行い、
空き地をコミュニティ広場として活用
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第２部・第３部 土地に関する基本的な施策

第２部 土地に関して講じた施策

第３部 土地に関して講じようとする施策第３部 土地に関して講じようとする施策

➣ 第１章 土地に関する基本理念の普及等

➣ 第２章 土地に関する情報の整備➣ 第２章 土地に関する情報の整備

国土調査の推進、国土に関する情報の整備、登記制度の整備等

➣ 第３章 地価動向の的確な把握等

価 動産取 価格情報 供 動産鑑定評価 充実等地価公示、不動産取引価格情報の提供、不動産鑑定評価の充実等

➣ 第４章 不動産市場の整備等

不動産取引・投資市場の整備、土地税制における対応等

➣ 第５章 土地利用計画の整備・充実等

➣ 第６章 住宅対策等の推進

➣ 第７章 土地の有効利用等の推進

地域活性化・都市再生の推進、低・未利用地の利用促進等

➣ 第８章 環境保全等の推進

農地・森林・河川流域の適正な保全・利用の確保等農地 森林 河川流域の適正な保全 利用の確保等

➣ 第９章 東日本大震災と土地に関する復旧・復興施策

土地利用関連施策、住宅関連施策、土地情報関連施策、税制上の措置
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